
（資 料 １）

  　　　　　　　　　　　　　　  (調査期間：平成14年10月)

　Ａ 　　　　　　　　[左側：社数]
　　　銀行 　　　証券 　　　保険 　　　合計

※　銀行については全国銀行協会正会員及び準会員、証券会社については日本
証券業協会会員、生命保険業者については、生命保険協会会員を対象とした。

　　　　　        　　 対象　　 　回答数　　　　   回収率
銀行　　　　　　　　　  185行　     178行　　　　　 96.2％
証券会社　　　　　　　  279社　　　 278社　 　 　　 99.6％
生命保険会社　　　　　 　42社　　　　41社   　 　　 97.6％

金融商品販売業者向けアンケート調査結果

　※証券会社については、回答先２７８社のうち顧客を持たない会社及び特定顧客のみを対
象とする証券会社１７社を除いている。ただし、特定顧客を含む法人顧客を主な対象顧客とす
る証券会社は含まれる（以下の設問においても、同じ）。
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Q1　貴社・貴行における金融商品販売法の内容の周知状況について、顧客への実際の
対応を念頭に、どのように評価していますか。

①十分理解している 168 94% 240 92% 80% 92%

③理解していない

　金融商品販売法の周知状況については、銀行、証券会社では、９０％以上が、「①十分
理解している」と回答しており、社内及び行内においては、概ね周知徹底されているという
結果となった。一方、生命保険会社については２０％が、「②十分な理解ではない」と回答
しており、周知徹底に向けた一層の努力が求められる。なお、理解が十分ではないとした
主な理由としては、「女性職員に対しての研修等が不足しており、店頭等での対応につい
て十分なものとはいえない。」、「施行時は、説明会等を実施したが、時間とともに薄れつ
つあり再度周知徹底が必要」、等となっている。



　Ａ 　　　　　　　　[左側：社数]
　　　銀行 　　　証券 　　　保険 　　　合計
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⑦相談苦情受付窓口を設置しているこ
と 61 41%
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⑧相談苦情受付窓口の連絡先（連絡
先電話番号等）の明示

⑨顧客からの苦情・要望・照会等に誠
実に対応すること
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⑩ 関係法令を遵守すること

　回答社数

44% 72 15%13% 30 11% 18

38 93% 467 97%176 99% 253 97%

Q２　金融商品販売法によって勧誘方針の公表が義務付けられていますが、どのような
内容を記載していますか。（複数回答可）

①顧客の知識・財産・経験の状況に応
じた勧誘を行うこと 173 97% 255 98% 39 95% 467 97%

②商品やリスクの内容等に関して適切
な説明を行うこと

　金融商品販売業者が策定・公表することとなっている「勧誘方針」については、金融商
品販売法施行令　第８条において、「勧誘の対象となる者の知識、経験及び財産の状況
に照らし配慮すべき事項」、「勧誘の方法及び時間帯に関し勧誘の対象となる者に対し配
慮すべき事項」、「前２号に掲げるもののほか、勧誘の適正の確保に関する事項」につい
て定めることとなっている。このため、「①顧客の知識・財産・経験の状況に応じた勧誘を
行うこと」、「③顧客の不都合な時間帯や場所での勧誘を行わないこと」については、ほと
んどの金融機関が記載していると回答している。しかしながら、証券会社については、③
について、記載していると回答していない企業が１０％となっている。また、「⑧相談苦情
受付窓口の連絡先（連絡先電話番号等）の明示」については、必ずしも法令で義務づけ
られてはいないものの、証券会社、生命保険会社では、過半数の企業が記載していると
している。なお、生命保険会社については、４１社中１５社（３７％）が「⑪その他」の事項と
して、「個人情報の適正な管理、プライバシー保護」を記載している。

③顧客に不都合な時間帯や場所での
勧誘を行わないこと

④執拗な勧誘は行わないこと

⑤断定的な判断あるいは不利益事実
の不告知を行わないこと

⑥研修体制の充実や社内（行内）ルー
ルの整備に努めていること

⑪その他 24

66



　Ａ 　　　　　　　　[左側：社数]
　　　銀行 　　　証券 　　　保険 　　　合計
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④顧客向けパンフレットの作成

⑤商品パンフレット・広告等の見直し
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Q3　金融商品販売によって、説明及び勧誘方針の公表が義務づけられていますが、この
内容を確実に実施するために何か独自の取り組みを行っていますか。（複数回答可）

24% 66 14%

41187% 38 93%①営業担当者等への周知

13% 32 12% 10

　回答社数 178 100% 261

86%

⑥その他 24

　「①営業担当者等への周知」、「③社内規則、マニュアル、Ｑ＆Ａ、ガイドライン等の策定
等」については、証券会社における③を除き、８０％以上の金融機関が取り組みを行って
いるとしているが、「④顧客向けパンフレットの作成」、「⑤商品パンフレット・広告等の見
直し」については、銀行、証券会社、生命保険会社とも過半数以下の企業が取り組んで
いるとしているにとどまっている。「⑥その他」の取り組み事項としては、「投信・外貨預金
についてリスク説明を受けたことの確認書を徴求」、「投資信託のファンドごとに重要事項
説明書の網羅性を確認するための「説明シート」を制定」、「勧誘方針を全役職員が携
帯」、「代理店向け説明会の実施」等があった。

147

②役職員全般を対象とする説明会・研
修等

③社内規則、マニュアル、Q&A、ガイド
ライン等の策定等



　Ａ 　　　　　　　　[左側：社数]
　　　銀行 　　　証券 　　　保険 　　　合計

　Ａ 　　　　　　　　[左側：社数]
　　　銀行 　　　証券 　　　保険 　　　合計

※　無効回答：３（証券）

100%100% 41 100% 477　　合計 178 100% 258

10%

⑤整備等の予定は無い 28 16% 80 31% 0 0% 108 23%

23 5%

④現在検討中 10 6% 35 14% 1 2% 46

66% 232 49%

③今般、初めて整備した 4 2% 18 7% 1 2%

Q５　金融商品販売法の施行にあわせて、何か消費者相談窓口等の整備・運用の改善
等を行いましたか。

①以前から整備しているが、今般、さら
に制度等を改善した 26 15% 30 12% 12 29% 68

22%

　回答社数 178 100% 261 100% 41 100% 480 100%

21% 8 20% 106⑥その他 44 25% 54

16%

⑤店頭チラシや商品概要説明書等へ
の記載 49 28% 61 23% 13 32% 123 26%

26% 0 0% 79④口座開設書類への記載 12 7% 67

41%

③ホームページ上に掲載 140 79% 116 44% 33 80% 289 60%

48% 14 34% 198②店頭における閲覧 60 34% 124

Q４　勧誘方針の公表はどのように行っていますか。（複数回答可）

①店頭ポスター掲示 144 81% 178 68% 38 93% 360 75%

62% 95

　勧誘方針の公表方法については、全体として、店頭ポスター掲示（７５％）、ホームペー
ジ上に掲載（６０％）、店頭における閲覧（４１％）という結果となった。証券会社について
は、「③ホームページ上に掲載」と回答している企業が４４％と銀行、保険会社と比較し
て、低い水準となっている。「⑥その他」の事項としては、「テレフォンバンキングの音声ガ
イダンスへの盛り込み」、「顧客向けリーフレットの作成」、「通帳に記載」、「取引残高報告
書への記載」等があった。なお、証券会社についてはネット証券等顧客が来店しない販
売形式をもつものもあることなどから、「①店頭ポスター提示」の比率が低めとなっている
と考えられる。

　「①以前から整備しているが、今般、さらに制度等を改善した」とする金融機関は、銀
行、証券会社、生命保険会社それぞれ、１５％、１２％、２９％と低い水準にとどまってい
る。また、銀行、生命保険会社については、６０％程度が「②以前から整備しており、特に
整備等は考えていない」と回答している。何らかの対応を行った事例としては、「相談窓口
の行内一本化」、「消費者相談窓口の設置をポスターで周知」、「ｶｽﾀﾏｰｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰを設
置し一元的に電話対応をできるようにした」、「相談窓口をﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙにした」等があった。

14%

37% 27②以前から整備しており、特に整備等
は考えていない 110



　Ａ 　　　　　　　　[左側：社数]
　　　銀行 　　　証券 　　　保険 　　　合計

※無効回答：４（証券）

　Ａ 　　　　　　　　[左側：社数]
　　　銀行 　　　証券 　　　保険 　　　合計

　回答社数 178 100% 261 100% 41 100% 480 100%

75%

⑩その他 12 7% 14 5% 2 5% 28 6%

71% 31 76% 359⑨特に影響は無い 143 80% 185

4%

⑧苦情・相談等が減った 2 1% 6 2% 0 0% 8 2%

4% 2 5% 18⑦苦情・相談等が増えた 5 3% 11

12%

⑥販売時における顧客の質問が少なく
なった 1 1% 2 1% 0 0% 3 1%

15% 6 15% 59⑤販売時における顧客の質問が多く
なった 13 7% 40

14%

④金融商品の広告・説明がやりにくく
なった 6 3% 8 3% 0 0% 14 3%

100%100% 41 100% 476　　合計 178 100% 257

③そのような予定はない 165 93% 230 89% 37 90% 432 91%

Q７　金融商品販売法の事業への影響は何かあったと考えていますか。（複数回答可）

①金融商品が販売しやすくなった 6 3% 23 9% 3 7% 32 7%

②金融商品の販売がやりにくくなった 1 1% 21

4%

8% 0 0% 22 5%

4% 1 2% 20②現在、金販法等に関する意見交換
の検討中 8 4% 11

Q６　金融商品販売法の施行以降、本法への対応等について消費者団体や消費者保護
についての有識者等と意見交換等を行い、対応策について何らかの改善を行いました
か。

①すでに話合いを行い、その方向で整
備済み 5 3% 16 6% 3 7% 24 5%

③金融商品の広告・説明がしやすく
なった 17 10% 46 18% 3 7% 66

　全体としては、約９０％の金融機関が「⑤そのような予定はない」としている。一方で、何
らかの対応を行った事例としては、「消費者団体・有識者との複数回にわたる勉強会・意
見交換や、消費生活センター相談員に対するモニターアンケートによる意見聴取を通じ、
本法律を踏まえた顧客対応の充実を図っている」、「弁護士と意見交換を実施」、「外部監
査法人との意見交換を実施」等があった。

　全体で７５％の金融機関が「⑨特に影響は無い」と回答している。その一方で、「③金融
商品の広告・説明がしやすくなった」、「⑤販売時における顧客の質問が多くなった」と回
答した金融機関は、それぞれ銀行が③10％、⑤７％であるのに対し、リスク商品を多く
扱っている証券会社では③18％、⑤15％と業界間で差が認められた。



(注）　各解答欄の「割合」は個別回答毎に小数点第1位を四捨五入して整数表示しており、単純に
合算すると100％とならない場合がある。

Ｑ８　金融商品販売法に関連する相談事例（内容が関連すると思われるものも含む。）及
び訴訟に発展したもの、あるいはその可能性がある事例があれば具体的にその概要を
記載してください。

　金融商品販売法に直接関連した事例、及び訴訟に発展したもの、あるいはその可能性
がある事例ついては、各金融機関とも特にないという結果となった。関連すると思われる
ものとしては、「高齢者への投信販売に関して、手数料やリスクに関する事前説明の有
無、適合性の原則の確認について苦情となる事例が多い」、「リスク商品の取り扱いが多
くなったことに伴い、相談窓口・担当部署への（商品内容・残高等）質問が増加している」、
「為替特約付外貨預金や投信で、リスク説明を行い確認書を徴求したが、損失が発生し
た際に「損をするとは聞いていない」と苦情になるケースが数件あった」等があった。


